
船舶事故調査報告書 

平成２８年７月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２８年２月７日 １０時３５分ごろ 

発生場所 熊本県上天草市湯島漁港 

 湯島港８号防波堤北灯台から真方位１０５°７１０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３５.８′ 東経１３０°２０.４′） 

事故の概要  自動車渡船第十五大福
だいふく

丸は、東南東進中、防波堤に衝突した。 

 第十五大福丸は、右舷中央部から後部にかけてのブルワーク部に凹

損を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年３月８日、調査を担当する主管調査官（長崎事務所）を指

名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

自動車渡船 第十五大福丸、９９トン 

 １０７９９７、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、六級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷中央部から後部のブルワークに凹損 

防波堤 擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 南西流約２～３ノット（kn） 

 事故の経過  本船は、２号防波堤に沿って、約４～５kn の対地速力で、１号防波

堤と５号防波堤との間の幅約３０ｍの海域（以下「本件海域」とい

う。）に向けて東北東進した。 

 本船は、本件海域に差し掛かった頃、船長が、東方から本件海域に

向けて入航する漁船を視認したので、右舵約２°～３°を取って本件

海域の南側に寄って通過しようとしたところ、潮流に圧流され、右舷

中央部から後部にかけてのブルワークが５号防波堤の北端部に衝突し

た。 

分析  本船は、本件海域を通過する際、南西方への潮流に圧流されたこと

から、５号防波堤に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、本件海域を通過する際、南西方への潮流に圧流

されたため、５号防波堤に衝突したことにより発生したものと考えら

れる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・狭い海域を航行する場合には、潮流を考慮して適切な操船を行う

こと。 
 


